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(57)【要約】
【課題】共通機能の改変によって新旧の共通機能が併存
するに至った場合に、各開発グループに開発委託された
全プログラムモジュールに生じる影響度の総和が最も小
さくなるように、新旧何れの共通機能に新名称を付与す
べきかを決定する。
【解決手段】何れかの共通機能の変更の提案を受信する
と、利用共通機能変更ソースファイル特定手段３１は、
当該共通機能を呼び出す各プログラムモジュールについ
て、当該共通機能の何れの版を利用するかの選択情報を
取得する(S103)。影響量算出手段３３は、変更前の版を
利用することが選択された全プログラムモジュールに生
じる当該共通機能の名称変更に因る影響量，及び、変更
後の版を利用することが選択された全プログラムモジュ
ールに生じる当該共通機能の名称変更に因る影響量を夫
々算出し(S203-S205)、算出され
た影響度が小さくなる側のプログラムモジュールについ
て選択された版を新名称付与対象と決定する(S401)。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の開発グループが、夫々、共通機能を呼び出して利用できるプログラムモジュール
の開発を担当する分散開発環境において、前記共通機能を呼び出すための名称を管理する
ために、コンピュータを、
　何れかの共通機能を利用する各プログラムモジュールについて、当該共通機能の変更前
の版を利用するか変更後の版を利用するかの選択情報を取得する選択情報取得手段，
　変更前の版を利用することが選択された全プログラムモジュールに生じる当該共通機能
の名称変更に因る影響量，及び、変更後の版を利用することが選択された全プログラムモ
ジュールに生じる当該共通機能の名称変更に因る影響量を、夫々算出する影響量算出手段
，及び、
　前記影響量算出手段によって算出された影響度が小さくなる側のプログラムモジュール
について選択された版を新名称付与対象と決定する変更手段
として機能させる分散開発管理プログラム。
【請求項２】
　前記影響量算出手段は、ソースプログラムからオブジェクトプログラムへのコンパイル
が完了したプログラムモジュールのみに基づいて、前記影響量を算出する
ことを特徴とする請求項１記載の分散開発管理プログラム。
【請求項３】
　前記影響量算出手段は、ソースプログラムからオブジェクトプログラムへのコンパイル
が完了した各プログラムモジュールについて、再コンパイルに要する作業量及び既に実行
したテストを再実行するのに要する作業量として、前記影響量を算出する
ことを特徴とする請求項２記載の分散開発管理プログラム。
【請求項４】
　前記変更手段は、新名称付与対象と決定した版を利用することが選択された各プログラ
ムモジュールのソースプログラム中の呼出文における前記共通機能の名称を、新名称に変
更する
ことを特徴とする請求項２記載の分散開発管理プログラム。
【請求項５】
　前記変更手段は、新名称付与対象と決定した版の共通機能の名称を新名称に変更すると
ともに、他方の版が変更後の共通機能であれば、当該変更後の共通機能に元の名称を付与
する
ことを特徴とする請求項１記載の分散開発管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プログラム分散開発環境において、開発対象プログラム製品を構成する複数
のプログラムモジュールが共通して呼び出す共通機能の呼出名の管理を、開発管理用のコ
ンピュータに行わしめる分散開発管理プログラムに、関する。
【背景技術】
【０００２】
　プログラム製品の大規模化に伴い、その開発は、分散開発環境においてなされることが
一般化している。ここに、分散開発環境とは、プログラム製品全体の開発に責任を負う管
理者が、所定の仕様を決定し、かかる仕様に従って、当該プログラム製品を構成する各プ
ログラムモジュールの開発を個々の開発グループに委託し、各開発グループが完成したプ
ログラムをまとめることによって開発対象プログラムを完成させる開発形態である。なお
、管理者と開発グループとは、同一企業内の製品企画部門と開発グループである場合もあ
るし、注文者企業と請負人企業である場合もありえる。
【０００３】
　かかる分散開発環境において決定される仕様とともに、管理者から各開発グループに対
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しては、各プログラムモジュールに共通に用いられるデータ，即ち、共通機能（関数，プ
ログラムモジュール，サブルーチン，副プログラム等）も、提供される。従って、各開発
グループは、これら共通機能の内容を認識した上で、自己が開発しているプログラムモジ
ュールにおいて、何れかの共通機能を利用したい場合には、そのソースプログラムに、そ
の共通機能の、名称を含む呼出文（call文）を記述しておけば良い。
【特許文献１】特開2005-158030号公報
【特許文献２】特開2002-82802号公報
【特許文献３】特開平10-254684号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したように管理者から各開発グループに対して提供された共通機能は、プログラム
モジュールを開発する前段階において管理者が用意したものであるので、各開発グループ
においてプログラムモジュールの開発が具体的に進むにつれて、その内容が開発中のプロ
グラムモジュールの要求を満たし得なくなる場合がある。この場合、当該プログラムモジ
ュールに関しては、当該共通機能を改変することによってその要求を満足させる必要が生
じる。
【０００５】
　そして、他の開発グループによって開発されている全てのプログラムモジュールにとっ
ても、かかる改変が好都合であるならば、改変後の共通機能によって元の共通機能をオー
バーライトすることで、上記仕様については一切変更を行うことなく、開発を継続してい
くことができる。
【０００６】
　これに対して、他の開発グループによって開発されている一部又は全部のプログラムモ
ジュールにとってかかる改変が不都合であるならば、改変後の共通機能によって元の共通
機能をオーバーライトさせずに、相互に別個独立のものとして併存させざるを得ない。
【０００７】
　この場合、改変後の共通の共通機能については、新たな名称を付与し、当該新たな名称
によって呼び出すことになる。もっとも、他の開発グループによって開発されているプロ
グラムモジュールの多くにとってかかる改変が好都合である一方、かかる改変が不都合で
あるプログラムモジュール数が僅かに留まる場合には、改変後の共通機能に元の名称を付
し、改変前の共通機能に新たな名称を付した方が、名称の変更に伴う全開発グループの全
体としての影響量（追加作業の手間）を、抑えることができる可能性もある。
【０００８】
　従来の分散開発環境においては、新旧何れの共通機能に元の名称を引き継がせるかに依
って影響量に如何なる違いが生じるかを算出する手法が知られていなかったので、かかる
共通機能の改変が一部の開発グループから提案された場合には、その都度、管理者及び各
開発グループの代表者が一同に会して、元の名称を新旧何れの共通機能に引き継がせるべ
きかについて、検討会議を行わざるを得なかった。その結果、作業の進捗が遅れたり、判
断ミスに因って不必要に追加作業が増大したりする問題が生じ得た。
【０００９】
　そこで、本案は、共通機能の改変によって新旧の共通機能が併存するに至った場合に、
各開発グループに開発委託された全プログラムモジュールに生じる影響度の総和が最も小
さくなるように、新旧何れの版の共通機能に新名称を付与すべきかを決定することができ
る分散開発管理プログラムの提供を、課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本案が適用された分散開発管理プログラムは、コンピュータに対して、何れかの共通機
能を利用する各プログラムモジュールについて、当該共通機能の変更前の版を利用するか
変更後の版を利用するかの選択情報を取得させ、変更前の版を利用することが選択された
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全プログラムモジュールに生じる当該共通機能の名称変更に因る影響量，及び、変更後の
版を利用することが選択された全プログラムモジュールに生じる当該共通機能の名称変更
に因る影響量を夫々算出させ、算出された影響度が小さくなる側のプログラムモジュール
について選択された版を新名称付与対象と決定させる。
【００１１】
　このように、変更前の版の利用が選択されたプログラムモジュール群，及び、変更後の
版の利用が選択されたプログラムモジュール群について、夫々、選択された版の共通機能
の名称が元の名称から新名称に変更された場合にそのプログラムモジュール群に属する全
プログラムモジュールに夫々生じる影響度が算出される。そして、算出された影響度が小
さくなる版が新名称付与対象と決定される。このように、影響度が最も小さくなる版が新
名称付与対象と自動的に決定されるので、開発中の全プログラムモジュールに生じる影響
度の総和を可及的に小さく抑えることができる。また、各開発グループの担当者が一同に
会する必要がないので、それによって生じる作業進捗の遅れをも防止することができる。
【００１２】
　本案において、プログラムモジュールに生じる影響とは、例えば、ソースプログラムに
おける共通機能の呼出文の記述変更，それに伴う再コンパイル，再コンパイル後の再テス
トに夫々掛かる手間などである。もっとも、ソースプログラムの記述変更は、これを自動
的に行うツールが利用可能であれば、影響度は僅かであるとみなすことも可能である。こ
のような前提があれば、影響度の算出対象からは、コンパイル前のプログラムモジュール
を除外することも可能である。また、コンパイル後のオブジェクトプログラムに対するテ
ストは、実行回数が多ければ多い程、再テストに要する手間は大きくなるので、テスト実
行回数に対して所定の重みを乗ずることによって影響量を算出することが可能である。ま
た、再コンパイルに要する手間よりもテスト実行１回当たりの手間が大きければ、再コン
パイル１回による影響量よりもテスト実行回数に乗じられる重みを大きくすれば良い。
【００１３】
　なお、本案において、共通機能とは、関数，プログラムモジュール，サブルーチン，副
プログラム等をいう。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように構成された本案によると、共通機能の改変によって新旧の共通機能が併存
するに至った場合に、変更前の共通機能に新名称を付与した場合と変更後の共通機能に新
名称を付与した場合とで各開発グループに開発委託された全プログラムモジュールに生じ
る影響度の総和を夫々自動的に算出し、その比較結果に基づいて、各開発グループに開発
委託された全プログラムモジュールに生じる影響度の総和が最も小さくなるように、新旧
何れかの版の共通機能に、新名称を付与すべきかを決定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて、本案の実施の形態を説明する。
【００１６】
＜システム構成＞
　図１は、プログラム分散開発環境を構成するネットワークシステムの概略構成を示すブ
ロック図である。図１に示すように、このネットワークシステムは、ネットワークＮＷを
介して相互に接続された一台の開発管理システム１及び複数の開発グループのシステム２
から、構成されている。このうち、開発管理システム１は、開発対象プログラム製品全体
の開発責任を負う管理者が操作権限を有するコンピュータである。また、各開発グループ
のシステム２は、当該開発対象プログラム製品の仕様に従って開発者から一部のプログラ
ムモジュールの開発の委託を受けた開発グループに夫々設置され、当該開発グループの担
当者によって操作されるコンピュータである。
【００１７】
　先ず、ネットワークＮＷとしては、管理者及び各開発グループが同一企業に属している
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場合には、企業内ＬＡＮ（Local Area Network）を用いることができ、一部又は全部の開
発グループが別企業である場合には、インターネットを用いることができる。
【００１８】
　次に、開発グループのシステム２は、ネットワーク接続機能を有する通常構成を有する
コンピュータであり、バスＢを通じて相互に接続されたＣＰＵ２４，ディスプレイ２５，
入力装置２６，ＲＡＭ２７，ネットワークアダプタ２８及びハードディスク２０から、構
成されている。
【００１９】
　このうち、ハードディスク２０内には、開発プログラムソース格納領域２１，コンパイ
ル状況格納領域２２，及びテスト実行状況格納領域２３が、確保されている。
【００２０】
　このうち、開発プログラムソース格納領域２１には、当該開発グループに開発が委託さ
れた各プログラムモジュールについて、その開発中及び完成済みのソースプログラムのフ
ァイル（ソースファイル）を格納する領域である。
【００２１】
　また、コンパイル状況格納領域２２は、完成したソースプログラムをコンパイルした結
果であるオブジェクトプログラムのファイル（オブジェクトファイル）を格納する領域で
ある。
【００２２】
　また、テスト実行状況格納領域２３は、オブジェクトプログラムに対して、例えばCOBO
LのCOUNT機能のようなテスト用のツールを用いてテストを実行した回数を、格納する領域
である。
【００２３】
　これら開発プログラムソース格納領域２１，コンパイル状況格納領域２２，及びテスト
実行状況格納領域２３の夫々の位置情報（パス），並びに、各領域２１～２３に対して夫
々最新のファイル乃至情報を格納しなければならない旨は、管理者が当該開発グループに
交付する仕様に、定められている。従って、各開発グループの担当者は、各領域２１～２
３に新たに格納すべきファイル又はデータが発生する都度、また、これらが更新される都
度、そのＣＰＵ２４が実行するプログラムに従って、その入力装置を通じて最新のファイ
ル又はデータを読み込んで、該当する領域２１～２３に格納する。
【００２４】
　なお、これらの格納及び更新の処理は、ＣＰＵ２４が実行するプログラムに従って、自
動的になされても良い。また、ＣＰＵ２４が実行するプログラムは、開発管理システム１
から受信したリクエストに応じて、各領域２１～２３に格納されているファイル又は情報
を、開発管理システム１に応答する。さらに、ＣＰＵ２４が実行するプログラムは、開発
管理システム１から受信したリクエストに応じて、開発プログラムソース格納領域に格納
されている完成済みのソースプログラムをコンパイルして、その結果としてのオブジェク
トファイルをコンパイル状況格納領域２２に格納する。
【００２５】
　次に、開発管理システム１は、通常構成を有するコンピュータシステムであり、そのハ
ードウェアは、互いにバスＢによって接続されたＣＰＵ１０，ＲＡＭ１１，ネットワーク
アダプタ１２，ディスプレイ１３，入力装置１４，及びハードディスク１６から、構成さ
れている。
【００２６】
　ＣＰＵ１０は、プログラムを読み込んで、プログラムに従った処理を実行する中央処理
装置である。
【００２７】
　ＲＡＭ１１は、ＣＰＵ１０によってハードディスク１６から読み出されたプログラムが
読み込まれて、ＣＰＵ１０が上記処理を実行する際の作業領域が展開される主記憶装置で
ある。ここでは、ハードディスク１６から読み出された分散開発管理プログラムが読み込
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まれることにより、ＲＡＭ１１上には、利用共通機能変更ソースファイル特定手段（選択
情報取得手段）３１，名称変更対象特定手段３２，影響量算出手段３３及び変更手段３４
の各機能が、展開される。これら利用共通機能変更ソースファイル特定手段３１，名称変
更対象特定手段３２，影響量算出手段３３及び変更手段３４の各機能については、図６乃
至図１０のフローチャートを参照して、後で詳細に説明する。
【００２８】
　ネットワークアダプタ１２は、ネットワークＮＷを終端してネットワークＮＷとの間で
データ通信を司る通信装置である。
【００２９】
　ディスプレイ１３は、ＣＰＵ１０による処理結果を表示するための表示装置である。
【００３０】
　入力装置１４は、ドライブ装置，キーボード，マウス等のポインティングデバイス等の
各種入力装置を含む。
【００３１】
　ハードディスク１６は、上述した分散開発管理プログラムを含む各種プログラム及び各
種データを格納する記憶装置である。このハードディスク１６に格納されている各種デー
タには、分散開発管理プログラムによってアクセスされる開発グループ管理ＤＢ（データ
ベース）３５，影響度判定テーブル３６，関連ソースファイル状況テーブル３７，影響重
付ＤＢ３８が、含まれている。
【００３２】
　開発グループ管理ＤＢ３５は、各開発グループ毎に、上述した開発プログラムソース格
納領域２１，コンパイル状況格納領域２２，及びテスト実行状況格納領域２３の夫々の位
置情報（パス）を記録するためのデータベースである。図２は、この開発グループ管理Ｄ
Ｂ３５の概略データ構造を示す表である。図２に示されるように、この開発グループ管理
ＤＢ３５は、各開発グループ毎に一つのレコードを格納している。そして、各レコードは
、対応する開発グループのコード番号を記録するための「開発グループ」フィールド，開
発開発プログラムソース格納領域２１の位置情報（パス）を記録するための「開発プログ
ラムソース格納領域」フィールド，コンパイル状況格納領域２２の位置情報（パス）を記
録するための「コンパイル状況格納領域」フィールド，テスト実行状況格納領域２３の位
置情報（パス）を記録するための「テスト実行状況格納領域」フィールド，及び、担当者
のメールアドレスを格納するための「メールアドレス」フィールドから、構成されている
。
【００３３】
　影響度判定テーブル３６は、影響度算出手段３３によって影響度の比較のために用いら
れるテーブルである。図３は、この影響度判定テーブル３６のデータ構造を示す表である
。この図３に示すように、影響度判定テーブル３６は、変更後の版の共通機能を呼び出す
プログラムモジュールについて算出された影響度の総和（選択＝新），及び、変更前の版
の共通機能を呼び出すプログラムモジュールについて算出された影響度の総和（選択＝旧
）を夫々記録するための「影響度合」フィールドを、有している。
【００３４】
　関連ソースファイル状況テーブル３７は、各開発グループに開発を委託した各プログラ
ムモジュールについて、その開発の進捗状況を記録するためのテーブルである。図４は、
この関連ソースファイル状況テーブル３７の概略データ構造を示す表である。図４に示さ
れるように、この関連ソースファイル状況テーブル３７は、各プログラムモジュール毎に
一つのレコードを格納している。そして、各レコードは、対応するプログラムモジュール
のソースファイルの名称を記録するための「ソースファイル名」フィールド，開発グルー
プのコード番号を記録するための「開発グループ」フィールド，対応するプログラムモジ
ュールのソースプログラムが変更後の版の共通機能を呼び出すか（新）変更前の版の共通
機能を呼び出すか（旧）を記録するための「選択」フィールド，コンパイルが未だなされ
ていないか（未）既に完了しているか（済）を記録するための「コンパイル」フィールド
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，テスト実行状況格納領域２３に記録されたテスト実行回数を転載するための「テスト実
行回数」フィールド，対応するプログラムモジュールについて算出された「影響度」を記
録するための「影響度」フィールドから、構成されている。なお、各プログラムモジュー
ルを各開発グループに開発委託した段階では、「ソースファイル名」フィールド及び「開
発グループ」フィールドに値が書き込まれるが、他のフィールドは空欄となっている。な
お、「選択」フィールドの値が、共通機能の変更前の版を利用するか変更後の版を利用す
るかの選択情報に、相当する。
【００３５】
　影響重付ＤＢ３８は、影響度算出手段３３による後述する影響度の判定のために用いる
重み値を、リコンパイル用及び再テスト用に夫々記憶しているデータベースである。図５
は、この影響重付ＤＢ３８のデータ構造を示す表である。この図５に示すように、影響重
付ＤＢ３８は、リコンパイル用の重み値を記録するための「リコンパイル」フィールド及
び再テスト用の重み値を記録するための「再テスト」フィールドを、有している。
【００３６】
＜データ処理の流れ＞
　以下、上述したように構成されたネットワークシステムを構成する開発管理システム１
において、ハードディスク１６に格納されている分散開発プログラムを読み込んだＣＰＵ
１０が実現する処理（即ち、ＣＰＵ１０が実現する各機能３１～３４の内容）を、図６乃
至図１０のフローチャートに基づいて説明する。
【００３７】
　図６のフローチャートに示す処理は、管理者が開発対象プログラム製品について仕様を
決定し、各開発グループに当該仕様を交付するとともに、開発グループ管理ＤＢ３５に必
要なデータを格納することにより、スタートする。
【００３８】
　そして、スタート後最初のＳ００１では、ＣＰＵ１０は、各開発グループからの仕様変
更提案通知を待つ。この仕様変更提案通知は、管理者から各開発グループに交付された仕
様中において定められたフォーマットに則って、各開発グループのシステム２から開発管
理システム１に対して通知される、対象共通機能の名称，当該共通機能の変更を求める旨
及び変更後の版の共通機能の内容を含むメッセージである。
【００３９】
　次のＳ００２では、ＣＰＵ１０は、何れかの開発グループから仕様変更提案通知を受信
したかどうかをチェックする。そして、未だ何れの開発グループからも仕様変更提案通知
を受信していない場合には、ＣＰＵ１０は、処理をＳ００１へ戻す。これに対して、何れ
かの開発グループから仕様変更提案通知を受信すると、ＣＰＵ１０は、処理をＳ００３へ
進める。
【００４０】
　Ｓ００３では、ＣＰＵ１０は、Ｓ００２にて受信した仕様変更提案通知から、対象共通
機能の名称及び変更後の内容を抽出し、ディスプレイ１３上に表示する。
【００４１】
　次のＳ００４では、ＣＰＵ１０は、入力装置１４を通じて入力される操作者からの指示
に従って、当該仕様変更提案の内容，即ち、Ｓ００３にて抽出及び表示された変更後の共
通仕様の採用可否についてチェックする。そして、操作者が採用しない旨の指示を入力し
た場合には、ＣＰＵ１０は、そのままこの分散開発プログラムによる処理を終了する。
【００４２】
　これに対して、操作者が採用する旨の指示を入力した場合には、ＣＰＵ１０は、Ｓ００
５において、変更提案された変更後の版の共通機能を利用するプログラムモジュールのソ
ースファイルを特定する処理を実行する。
【００４３】
　図７は、Ｓ００５にて実行される利用共通機能変更ソースファイル特定処理サブルーチ
ンを示すフローチャートである。このサブルーチンに入って最初のＳ１０１では、ＣＰＵ
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１０（利用共通機能変更ソースファイル特定手段３１）は、開発グループ管理ＤＢ３５か
ら、各開発グループについての「開発プログラムソース格納領域」フィールドの値，即ち
、その位置情報（パス）を読み取る。
【００４４】
　次のＳ１０２では、ＣＰＵ１０（利用共通機能変更ソースファイル特定手段３１）は、
Ｓ１０１にて取得した位置情報（パス）に基づいて、全開発グループのシステム２におけ
る開発プログラムソース格納領域２１を検索し、変更提案されている共通機能を利用して
いるプログラムモジュールのソースファイルを取得する。
【００４５】
　次のＳ１０３では、ＣＰＵ１０（利用共通機能変更ソースファイル特定手段３１）は、
Ｓ１０２でのソースファイルの取得元となった開発グループのコード番号，各ソースファ
イルの名称，及び、必要であればその内容を含む変更ソースファイル選択画面をディスプ
レイ１３上に表示し、各開発グループにおいて各ソースファイルに関して変更前の版の共
通機能（新）を使用するか変更後の版の共通機能（旧）を使用するかの選択を、受け付け
る。即ち、図１１に示すように、この変更ソースファイル選択画面には、各開発グループ
のコード番号４０及び各ソースファイルのソースファイル名４１の組合せ毎に、新又は旧
を選択するためのオプションボタン４２及びソースプログラムの詳細内容を表示させるた
めの「参照」ボタン４３が、一覧表示されている。そして、開発管理システム１の操作者
は、各開発グループの担当者から事情聴取した新旧の選択結果に従って、各組合せについ
て新旧何れかのオプションボタン４２をチェックするのである。なお、この選択画面を、
各開発グループのシステム２のディスプレイ２５に表示させ、この選択画面上で各開発グ
ループの担当者によって直接入力された新旧選択結果を、ネットワークＮＷを通じて開発
管理システム１が受信するように、構成されても良い。何れにしても、全ての開発グルー
プのコード番号４０及びソースファイル名４１の組合せについて新旧選択結果を受け付け
ると、ＣＰＵ１０（利用共通機能変更ソースファイル特定手段３１）は、処理をＳ１０４
へ進める。
【００４６】
　次のＳ１０４では、ＣＰＵ１０（利用共通機能変更ソースファイル特定手段３１）は、
Ｓ１０３にて選択入力された内容を基に、図４（ａ）に例示するように、関連ソースファ
イル情況テーブル３７を生成する。この時点では、同テーブル中「コンパイル」フィール
ド，「テスト実行回数」フィールド及び「影響度」フィールドは未設定となっている。Ｓ
１０４を完了すると、ＣＰＵ１０（利用共通機能変更ソースファイル特定手段３１）は、
図７のサブルーチンを修了して、図６におけるＳ００５からＳ００６へ進む。
【００４７】
　Ｓ００６では、ＣＰＵ１０（名称変更対象特定手段３２）は、各共通機能について、変
更後のものに元の名称を引き継がせるか、変更前のものに元の名称を引き継がせるかを特
定する処理を実行する。図８は、Ｓ００６にて実行される名称変更対象特定処理サブルー
チンを示すフローチャートである。
【００４８】
　このサブルーチンに入って最初のＳ２０１では、ＣＰＵ１０（名称変更対象特定手段３
２）は、開発グループ管理ＤＢ３５から、各開発グループについての「コンパイル状況格
納領域」フィールドの値，即ち、その位置情報（パス）を読み取る。そして、読み取った
位置情報（パス）に基づいて、各開発グループのシステム２におけるコンパイル状況格納
領域２２を検索し、Ｓ００５にて特定した各プログラムモジュールについてのオブジェク
トファイルがあるか否かに基づいて、各プログラムモジュールのソースプログラムがコン
パイル済みが否かを判定する。そして、判定結果を、関連ソースファイル状況テーブル３
７における各プログラムモジュールについての「コンパイル」フィールドに設定する（図
４(ｂ)参照）。
【００４９】
　次のＳ２０２では、ＣＰＵ１０（名称変更対象特定手段３２）は、開発グループ管理Ｄ
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Ｂ３５から、各開発グループについての「テスト実行状況格納領域」フィールドの値，即
ち、その位置情報（パス）を読み取る。そして、位置情報（パス）に基づいて、各開発グ
ループのシステム２におけるテスト実行状況格納領域２３を、関連ソースファイル状況テ
ーブル３７において「コンパイル」フィールドに「済」が設定された各ソースファイル名
をキーとして検索し、オブジェクトプログラムに対するテスト実行回数を取得する。そし
て、取得した各オブジェクトプログラムに対するテスト実行回数を、関連ソースファイル
状況テーブルの「テスト実行回数」フィールドに設定する（図４(ｃ)参照）。
【００５０】
　次のＳ２０３では、ＣＰＵ１０（名称変更対象特定手段３２）は、各開発グループに開
発委託した各プログラムモジュールについて、変更提案された共通機能について、変更前
の版の名称を新名称に変更した場合の影響度と変更後の版の名称を新名称に変更した場合
の影響度とを夫々算出するための、影響度算出処理を実行する。
【００５１】
　図９は、Ｓ２０３にて実行される影響度算出サブルーチンを示すフローチャートである
。このサブルーチンに入って最初のＳ３０１では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は
、関連ソースファイル状況テーブル３７における処理対象レコードを特定するための変数
ｎを初期値“１”にリセットする。
【００５２】
　続いて、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、関連ソースファイル状況テーブル３７
の各レコード毎に影響度算出を行うために、Ｓ３０２乃至Ｓ３０９のループ処理を実行す
る。このループ処理に入って最初のＳ３０２では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は
、関連ソースファイル状況テーブル３７からｎ番目のレコードを読み取る。
【００５３】
　次のＳ３０３では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、Ｓ３０２にて読み取ったｎ
番目のレコードから、「コンパイル」フィールドの値を取得する。
【００５４】
　次のＳ３０４では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、Ｓ３０３にて読み取った値
が“済”となっているか否かをチェックする。そして、値が“未”であるか未設定である
と、当該レコードについては未コンパイル故に名称変更に因る影響は僅かであると見なせ
るので、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、処理をそのままＳ３０８へ進める。これ
に対して、値が“済”であると、当該レコードについてはコンパイル済み故に名称変更に
因る影響が大きいと見なせるので、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、処理をＳ３０
５へ進める。
【００５５】
　Ｓ３０５では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、影響度重み付けＤＢ３８から、
「コンパイル」に対応した値を読み取り、読み取った値を、関連ソースファイル状況テー
ブル３７のｎ番目のレコードの「影響度」フィールドに設定する。
【００５６】
　次のＳ３０６では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、関連ソースファイル状況テ
ーブル３７のｎ番目のレコードから「テスト実行回数」フィールドの値を取得する。
【００５７】
　次のＳ３０７では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、影響重付ＤＢ３８から、「
再テスト」に対応した値を読み取り、読み取った値をＳ３０６にて取得した「テスト実行
回数」フィールドの値に乗じ、算出された積を、関連ソースファイル状況テーブル３７の
ｎ番目のレコードの「影響度」フィールドの値に、加算する。Ｓ３０７を完了すると、Ｃ
ＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、処理をＳ３０８へ進める。
【００５８】
　Ｓ３０８では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、変数ｎを一つインクリメントす
る。
【００５９】
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　次のＳ３０９では、ＣＰＵ１０（影響度算出手段３３）は、関連ソースファイル状況テ
ーブル３７の全レコードについてＳ３０２以下の処理を完了したかどうかチェックする。
そして、未だ全レコードについて処理を完了していない場合には、ＣＰＵ１０（影響度算
出手段３３）は、処理をＳ３０２へ戻す。
【００６０】
　これに対して、全レコードについて処理を完了した場合には、ＣＰＵ１０（影響度算出
手段３３）は、この影響度算出処理サブルーチンを完了して、処理を図８のルーチンに戻
す。
【００６１】
　処理が戻された図８のルーチンでは、ＣＰＵ１０（名称変更対象特定手段３２）は、Ｓ
２０３の次のＳ２０４において、関連ソースファイル状況テーブル３７の全レコードのう
ち「選択」フィールドの値が“旧”であるものの「影響度」フィールドの値の総和を算出
し、算出した総和を、影響度判定テーブル３６における「選択」フィールドの値が“旧”
であるレコードの「影響度合」フィールドに、設定する。
【００６２】
　次のＳ２０５では、ＣＰＵ１０（名称変更対象特定手段３２）は、関連ソースファイル
状況テーブル３７の全レコードのうち「選択」フィールドの値が“新”であるものの「影
響度」フィールドの値の総和を算出し、算出した総和を、影響度判定テーブル３６におけ
る「選択」フィールドの値が“新”であるレコードの「影響度合」フィールドに、設定す
る。Ｓ２０５を完了すると、ＣＰＵ１０（名称変更対象特定手段３２）は、この名称変更
対象特定処理サブルーチンを終了して、処理を図６のメインルーチンに戻す。
【００６３】
　処理が戻された図６メインルーチンでは、ＣＰＵ１０は、Ｓ００６の次のＳ００７にお
いて、変更処理を実行する。図１０は、Ｓ００７にて実行される変更処理サブルーチンを
示すフローチャートである。このサブルーチンに入って最初のＳ４０１では、ＣＰＵ１０
（変更手段３４）は、影響度判定テーブル３６の二つのレコードの「影響度合」フィール
ドの値同士を比較し、小さい方の「選択」フィールドの値を、変数“新名称対象（新名称
付与対象）”に設定する。
【００６４】
　次のＳ４０２では、ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、新名称の入力を促すメッセージを
ディスプレイ１３上に表示し、操作者が入力装置１４を通じて何らかの新名称を入力する
を待つ。そして、操作者が新名称を入力すると、これを受け付ける。そして、当該開発管
理システム１に保存している更新前の版の変更対象共通機能及びＳ００３にて仕様変更提
案通知から抽出した更新後の版の変更対象共通機能のうち、変数“新名称対象”に対応す
るものの名称を、受け付けた新名称に変更し、他方（更新後の変更対象共通機能に限る）
の名称を、当該変更対象共通機能の元の名称に変更する。
【００６５】
　次のＳ４０３では、ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、関連ソースファイル状況テーブル
３７中の「選択」フィールドの値が変数“新対象名称”に一致している全レコードを特定
する。
【００６６】
　次のＳ４０４では、ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、Ｓ４０３にて特定した個々のレコ
ード毎に、そのレコードの「開発グループ」の値に対応する「開発プログラムソース格納
領域」フィールドの値，即ち、位置情報（パス）を開発グループ管理ＤＢ３５から読み出
し、当該読み出した値，即ち、位置情報（パス）が示す開発プログラムソース格納領域２
１にアクセスして、そのレコードの「ソースファイル名」フィールドの値が示すソースフ
ァイルを読み出し、読み出したソースファイル中のソースプログラムに記述されている変
更対象共通機能の名称を、Ｓ４０２にて受け付けた新名称に変更する。かかる処理をＳ４
０３にて特定した全レコードに対して実行すると、ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、処理
をＳ４０５へ進める。
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【００６７】
　Ｓ４０５では、ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、Ｓ４０３にて特定した全レコードのう
ち、「コンパイル」フィールドの値が“済”であり且つ「テスト実行回数」フィールドの
値が零以上であるもの全てを選別する。そして、選別した個々のレコード毎に、そのレコ
ードの「開発グループ」の値　に対応する「メールアドレス」フィールドの値（メールア
ドレス）を開発グループ管理ＤＢ３５から読み出し、読み出したメールアドレス宛に、そ
のレコードの「ソースファイル名」フィールドの値が示すソースファイルに対するリコン
パイルの指示及び再テストの指示を含む電子メールを、通知する。この場合、ＣＰＵ１０
（変更手段３４）は、当該開発グループのシステム２に対して、直接、当該ソースファイ
ルに対するリコンパイル及び再テストを命じるコマンドを送信しても良い。かかる処理を
選別した全レコードに対して実行すると、ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、処理をＳ４０
６へ進める。
【００６８】
　Ｓ４０６では、ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、Ｓ４０３にて特定した全レコードのう
ち、「コンパイル」フィールドの値が“済”であり且つ「テスト実行回数」フィールドの
値が未設定又は零であるもの全てを選別する。そして、選別した個々のレコード毎に、そ
のレコードの「開発グループ」の値　に対する「メールアドレス」フィールドの値（メー
ルアドレス）を読み出し、読み出したメールアドレス宛に、そのレコードの「ソースファ
イル名」フィールドの値が示すソースファイルに対するリコンパイルの指示を含む電子メ
ールを、送信する。この場合、ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、当該開発グループのシス
テム２に対して、直接、当該ソースファイルに対するリコンパイルを命じるコマンドを送
信しても良い。かかる処理を選別した全レコードに対して実行すると、ＣＰＵ１０（変更
手段３４）は、処理をＳ４０６へ進める。なお、Ｓ４０６では、Ｓ４０５と異なり開発グ
ループに対して再テストの指示がなされないが、これは、Ｓ４０６の連絡対象となる開発
グループでは、元々テストの実行が予定されているからである。Ｓ４０６を完了すると、
ＣＰＵ１０（変更手段３４）は、この変更処理サブルーチンを終了して、処理を図６のメ
インルーチンに戻し、このメインルーチンを終了する。
【００６９】
＜実施形態の作用＞
　以上の処理が全て完了すると、一部の開発グループから何れかの共通機能についての仕
様変更提案通知があった場合、その提案が採用される限り（Ｓ００４：ＹＥＳ）、変更前
の版の当該共通機能及び変更後の版の当該共通機能の何れか一方には元の名称が承継され
るとともに他方には新名称が与えられるので（Ｓ４０４）、当該共通機能の新旧二つの版
が併存できるようになり、各開発グループでは、自己が開発委託されたプログラムモジュ
ールのソースプログラムを作成するに当たり、これら新旧両版の当該共通機能を、任意に
選択して呼び出すように記述することができる。
【００７０】
　但し、各プログラムモジュールについて開発がある時点まで進んだ段階で、呼び出し対
象を変更前の版の共通機能から変更後の版の共通機能に変更することになった場合、変更
後の版の共通機能に新名称が付与されたのならば、ソースプログラムにおける当該共通機
能の呼出文の記述が、書き換えられなければならない。同様に、呼び出し対象を変更前の
版の共通機能ままとした場合でも、変更前の版の共通機能に新名称が付与されたのならば
、ソースプログラムにおける当該共通機能の呼出文の記述を、書き換えられなければなら
ない。特に、ソースプログラムを一旦完成させてコンパイルまで実行した段階で、かかる
共通機能の仕様変更があった場合には、ソースプログラムの記述変更、ソースプログラム
の再コンパイル，再コンパイルされたオブジェクトプログラムに対するテスト実行を行わ
なければならないので、全体の作業量に対する影響が大きい。
【００７１】
　そこで、本実施形態では、かかる影響を最小限に抑えるべく、各開発グループにおける
各プログラムモジュールに関する新旧何れの版の共通機能の選択状況に応じて（Ｓ００５
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，Ｓ１０３）、変更前の版の共通機能に新名称が付与したならば各開発グループによって
開発されている全プログラムモジュールに生ずべき影響度の総和を算出するとともに（Ｓ
００６，Ｓ２０３，Ｓ２０４）、変更後の版の共通機能に新名称が付与したならば各開発
グループによって開発されている全プログラムモジュールに生ずべき影響度の総和を算出
し（Ｓ００６，Ｓ２０３，Ｓ２０５）、算出された影響度の総和が小さくなる版の共通機
能に、新名称を付与する（Ｓ００７，Ｓ４０１，Ｓ４０２）。よって、共通機能の仕様変
更があり、且つ、変更後の版　の当該共通機能が提案元以外の開発グループによって採用
されたとしても、全体に対する影響度が最も小さくなるように、当該共通機能の新名称付
与対象の版が決定されるので、変更に伴う影響を最小限に止めることができる。
【００７２】
　なお、本実施形態では、変更対象となった共通機能の新旧何れの版に新名称を付与する
か（元の名称を承継させるか）を決定すると（Ｓ４０１，Ｓ４０２）、新名称が付与され
ることとなった版の当該共通機能を採用することが申請されていた（Ｓ１０３）プログラ
ムモジュールのソースプログラムにおける当該共通機能の呼出文の記述が、新名称を対象
とするように自動的に書き換えられる（Ｓ４０４）。従って、未だコンパイル前のソース
プログラムに対する呼出対象共通機能の名称変更の影響は小さいと考えられるので、上述
した影響度算出の対象から、未コンパイルのプログラムモジュールは除外されている。
【００７３】
　さらに、新名称が付与されることとなった版の当該共通機能を採用することを申請して
いた（Ｓ１０３）開発グループに対しては、リコンパイルの指示がなされる（Ｓ４０５）
。
【００７４】
　さらに、かかるプログラムモジュールのオブジェクトプログラムに対してテストが実行
されている場合には、今まで実施したのと同じ回数のテストの実行の指示がなされる（Ｓ
４０５）。このように、呼出文の記述を変更したプログラムモジュールについては、実施
済みのテストと同じ数及び内容のテストを、再コンパイル後に再実行しなければならない
。従って、テスト実行回数が多いほど、呼出対象共通機能の名称変更の影響が大きくなる
。よって、上述した影響度算出においては、テスト実行回数に対して重みの値を乗じるこ
とによって、影響度を算出しているのである（Ｓ３０７）。しかも、この再テストは、再
コンパイルよりも作業量が大きくなるので、リコンパイル１回に対する重みよりも、再テ
ストに対する重みをお大きくすることにより、現実的な影響度を算出できるのである。
（付記１）
　複数の開発グループが、夫々、共通機能を呼び出して利用できるプログラムモジュール
の開発を担当する分散開発環境において、前記共通機能を呼び出すための名称を管理する
ために、コンピュータを、
　何れかの共通機能を利用する各プログラムモジュールについて、当該共通機能の変更前
の版を利用するか変更後の版を利用するかの選択情報を取得する選択情報取得手段，
　変更前の版を利用することが選択された全プログラムモジュールに生じる当該共通機能
の名称変更に因る影響量，及び、変更後の版を利用することが選択された全プログラムモ
ジュールに生じる当該共通機能の名称変更に因る影響量を、夫々算出する影響量算出手段
，及び、
　前記影響量算出手段によって算出された影響度が小さくなる側のプログラムモジュール
について選択された版を新名称付与対象と決定する変更手段
として機能させる分散開発管理プログラム。
（付記２）
　前記影響量算出手段は、ソースプログラムからオブジェクトプログラムへのコンパイル
が完了したプログラムモジュールのみに基づいて、前記影響量を算出する
ことを特徴とする付記１記載の分散開発管理プログラム。
（付記３）
　前記影響量算出手段は、ソースプログラムからオブジェクトプログラムへのコンパイル
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が完了した各プログラムモジュールについて、再コンパイルに要する作業量及び既に実行
したテストを再実行するのに要する作業量として、前記影響量を算出する
ことを特徴とする付記２記載の分散開発管理プログラム。
（付記４）
　前記影響量算出手段は、前記再コンパイルに要する作業量よりも、テスト１回当たりに
要する作業量が大きくなるように重み付けをして、前記影響量を算出する
ことを特徴とする付記３記載の分散開発管理プログラム。
（付記５）
　前記影響量算出手段は、各プログラムモジュールについて、夫々、コンパイル実行の有
無及びテスト実行回数を記録しているデータベースにアクセスして、各プログラムモジュ
ールについてのコンパイル実行の有無及びテスト実行回数を読み出して、前記影響量を算
出する
ことを特徴とする付記３記載の分散開発管理プログラム。
（付記６）
　前記変更手段は、新名称付与対象と決定した版を利用することが選択された各プログラ
ムモジュールのソースプログラム中の呼出文における前記共通機能の名称を、新名称に変
更する
ことを特徴とする付記２記載の分散開発管理プログラム。
（付記７）
　前記変更手段は、新名称付与対象と決定した版の共通機能の名称を新名称に変更すると
ともに、他方の版が変更後の共通機能であれば、当該変更後の共通機能に元の名称を付与
する
ことを特徴とする付記１記載の分散開発管理プログラム。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】開発管理システム及び開発グループのシステムの概略構成を示すブロック図
【図２】開発グループ管理ＤＢのデータ構造を示す表
【図３】影響度判定テーブルのデータ構造を示す表
【図４】関連ソースファイル状況テーブルのデータ構造を示す表
【図５】影響重付ＤＢのデータ構造を示す表
【図６】開発管理プログラムによる処理を示すフローチャート
【図７】図６のＳ００５にて実行される利用共通機能変更ソースファイル特定処理サブル
ーチンの内容を示すフローチャート
【図８】図６のＳ００６にて実行される名称変更対象特定処理サブルーチンの内容を示す
フローチャート
【図９】図８のＳ２０３にて実行される影響度算出処理サブルーチンの内容を示すフロー
チャート
【図１０】図６のＳ００７にて実行される変更処理サブルーチンの内容を示すフローチャ
ート
【図１１】変更ソースファイル選択画面を示す図
【符号の説明】
【００７６】
　　　　１　　開発管理システム
　　　　２　　開発グループのシステム
　　　１０　　ＣＰＵ
　　　１１　　ＲＡＭ
　　　１４　　入力装置
　　　１６　　ハードディスク
　　　３１　　利用共通機能変更ソースファイル特定手段
　　　３２　　名称変更対象特定手段
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　　　３３　　影響量算出手段
　　　３４　　変更手段
　　　３５　　開発グループ管理ＤＢ
　　　３６　　影響度判定テーブル
　　　３７　　関連ソースファイル状況テーブル
　　　３８　　影響重付ＤＢ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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